
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号

公
衆
浴
場
法
施
行
規
則

公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
以
下
同
じ
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
、
代
表
者
の
氏

名
及
び
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
）

二
　
公
衆
浴
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
公
衆
浴
場
の
種
類
（
温
泉
の
含
有
物
質
又
は
医
薬
品
等
を
原
料
と
し
た
薬
湯
を
使
用
す
る
公
衆
浴
場
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
物
質
又
は
医
薬
品
等
の
名
称
、
成
分
、
用
法
、
用
量
及
び
効
能
を
付
記
す
る
こ
と
。
）

四
　
営
業
施
設
の
構
造
設
備

五
　
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
事
項

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及
び
代
表
者
の

氏
名
）

二
　
浴
場
業
を
譲
渡
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表

者
の
氏
名
）

三
　
譲
渡
の
年
月
日

四
　
公
衆
浴
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
浴
場
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
届
出
者
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し

第
二
条
　
法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び
に
被
相
続
人
と
の
続
柄

二
　
被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所

三
　
相
続
開
始
の
年
月
日

四
　
公
衆
浴
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

二
　
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続

人
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
書

第
三
条
　
法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

三
　
合
併
の
年
月
日

四
　
公
衆
浴
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写

し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
の
二
　
法
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

二
　
分
割
前
の
法
人
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

三
　
分
割
の
年
月
日

四
　
公
衆
浴
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
分
割
に
よ
り
浴
場
業
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
浴
場
業
を
営
む
者
は
、
第
一
条
の
申
請
書
若
し
く
は
前
四
条
の
届
書
に
記
載
し
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き

又
は
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
停
止
し
若
し
く
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
そ
の
公
衆
浴
場
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
法
第
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
同
条
に

規
定
す
る
患
者
（
以
下
「
患
者
」
と
い
う
。
）
を
入
浴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
温
泉
を
使
用
す
る
公
衆
浴
場
で
、
そ
の
温
泉
が
法
第
四
条
に
規
定
す
る
伝
染
性
の
疾
病
に
対
し
て
療
養
効
果

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
患
者
用
の
入
浴
施
設
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

二
　
潮
湯
又
は
薬
湯
を
使
用
す
る
公
衆
浴
場
で
、
患
者
用
の
入
浴
施
設
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

第
六
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
職
権
を
行
う
者
を
、
環
境
衛
生
監
視
員
と
称
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

携
帯
す
る
証
票
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
条
　
第
四
条
に
規
定
す
る
届
出
の
期
限
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
休
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期

限
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
の
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
の
施
行
の

日
（
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
精
神
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

1



１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館

業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
浴
場
業

を
譲
り
受
け
た
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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